
介護申請特例受付例（6月1日の場合）

受付印
6月１日

6
月
１
日

申請日
6月１日

付箋を
つける

＜注意点＞
・提出日が1日（閉庁日）の前営業日（6月の場合、5月30日）であること
・申請区分は区分変更申請であること
・右上付箋に6月1日と記載してあること
・申請日は6月1日となっていること
・受付印を6月1日で押印し、申請者にも確認してもらうこと

変更申請

※提出日 5月30日（金）のみ


